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平成２２年度国土交通省関係税制改正要望
見直しのポイント

※減収見込額は精査中＜今回の見直しによる要望内容＞

①要望項目数 53項目（うち新規10項目、拡充11項目、延長32項目）

②減収見込額 4,994百万円（新規・拡充分）

③廃止額・項目数 6,818百万円 (15項目)

④ ズ 整合（ 増収）④ペイ・アズ・ユー・ 整合（1,824百万円の増収）

ゴー原則との整合性

（② ③）（②－③）

⑤延長分の減収見込額 230,820百万円

＜８月末の要望時点との比較＞＜８月末の要望時点との比較＞

①要望項目数の比較 76項目（８月末）から53項目に削減

②取り下げ額・項目数 56,391百万円（23項目）② 額 項 数 , 項

※８月末の要望事項を大幅に見直し
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平成２２年度国土交通省関係税制改正要望（主要事項）の概要平成２２年度国土交通省関係税制改正要望（主要事項）の概要平成２２年度国土交通省関係税制改正要望（主要事項）の概要平成２２年度国土交通省関係税制改正要望（主要事項）の概要

Ⅰ．豊かな暮らしの実現 Ⅱ．我が国の活力・成長力の強化
平成21年10月30日

１．眠れる金融資産を活用した住宅取得の促進１．眠れる金融資産を活用した住宅取得の促進
住宅取得等資金に係る贈与税非課税枠の拡大住宅取得等資金に係る贈与税非課税枠の拡大
○眠れる金融資産を活用して若年世代の住宅取得等を促進するため、

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠を５００万円から２０００万
円に拡大するとともに、省エネ・耐震改修等に要する資金を適用範囲
に追加

１．成長力・国際競争力の強化１．成長力・国際競争力の強化
海外建設プロジェクト形成促進税制の創設海外建設プロジェクト形成促進税制の創設
○我が国建設産業の海外市場開拓等を促進することを目的とする法人税
等の特例措置の創設

外航日本人船員税制の創設、国際船舶等の特例措置の延長外航日本人船員税制の創設、国際船舶等の特例措置の延長
○我が国外航海運の国際競争力の強化のため、外航日本人船員に係る

得税 住 税 軽減措 創 際船舶 係 録免 税
に追加

２．バリアフリー化の推進２．バリアフリー化の推進
交通バリアフリー化促進税制の延長及び拡充交通バリアフリー化促進税制の延長及び拡充22
○鉄道駅エレベーター、ノンステップバス、バリアフリー対応型航空機、

ＬＲＶ等の整備の際の負担軽減措置（法人税、固定資産税、不動産取
得税等）を延長するとともに、鉄道駅の可動式ホーム柵を新たに特例
措置の対象に追加

住宅バ 改修促進税制（ 定資産税） 延長住宅バ 改修促進税制（ 定資産税） 延長

所得税、住民税の軽減措置の創設、国際船舶に係る登録免許税及び
外航用コンテナに係る固定資産税の軽減措置の延長

スーパー中枢港湾の外貿埠頭会社・公社に係る税制の拡充・創設スーパー中枢港湾の外貿埠頭会社・公社に係る税制の拡充・創設
○スーパー中枢港湾での外貿埠頭公社・会社のコンテナ埠頭に係る固定

資産税等の特例の延長・拡充、外貿埠頭会社の登録免許税の軽減措置
の創設

２ 地域の自立 活性化２ 地域の自立 活性化住宅バリアフリー改修促進税制（固定資産税）の延長住宅バリアフリー改修促進税制（固定資産税）の延長
○高齢者が安心し自立して暮らせるため、バリアフリー化の費用負担を

軽減
３．モビリティの向上３．モビリティの向上
遅延対策のための鉄道駅の大規模改良工事に係る特例措置の拡充遅延対策のための鉄道駅の大規模改良工事に係る特例措置の拡充
○通路等混雑、輸送障害に起因する鉄道の遅延対策のための折返設備、

プラ トホ ム拡幅等の施設整備を特例措置（固定資産税 都市計画

２．地域の自立・活性化２．地域の自立・活性化
地方航空路線維持のための航空機に係る特例措置の延長及び拡充地方航空路線維持のための航空機に係る特例措置の延長及び拡充
○地方航空ネットワーク維持を図るため、国内線航空機に係る特例措置

（固定資産税）について、主に地方路線に用いられる航空機を対象に
適用を中型機まで拡充し、軽減期間・軽減率を拡充のうえ延長

住宅以外の家屋に係る特例措置の延長住宅以外の家屋に係る特例措置の延長
○都市機能維持・増進を通じた地域活性化のため不動産取得税の特例プラットホーム拡幅等の施設整備を特例措置（固定資産税、都市計画

税）の対象工事に追加
特定地域におけるタクシー事業適正化に伴う特例措置の創設特定地域におけるタクシー事業適正化に伴う特例措置の創設
○減車を伴う事業再構築を行う事業者に対する事業所税の非課税措置を

導入

○都市機能維持 増進を通じた地域活性化のため不動産取得税の特例
措置を延長

中小企業投資促進税制の延長中小企業投資促進税制の延長
○中小企業者のトラック、機械等の設備投資を促進するための特例を

延長
運輸事業振興助成交付金制度の継続運輸事業振興助成交付金制度の継続
○トラック・バス事業等における適正化対策、安全対策、環境対策等に

１．地震対策の推進１．地震対策の推進

Ⅳ．国民の安全・安心の確保
１．コンパクトなまちづくりの推進１．コンパクトなまちづくりの推進
エコ・コンパクトシティ形成促進税制の創設エコ・コンパクトシティ形成促進税制の創設
○コンパクトな都市構造を実現するため 病院 保育所 図書館等

Ⅲ．低炭素社会の構築

ッ 事業等 け 適 化対策、安 対策、環境対策等
活用されている運輸事業振興助成交付金制度を継続

震震
事業用建築物に係る耐震改修促進税制の延長事業用建築物に係る耐震改修促進税制の延長
○今後の大規模地震の危険性を踏まえた建築物ストックの安全性確保の

ため、既存建築物の耐震改修を促進するための特例措置（法人税・
所得税）の延長

鉄道駅の耐震補強工事に係る特例措置の延長鉄道駅の耐震補強工事に係る特例措置の延長
○国の補助金を受けて緊急に実施する鉄道駅の耐震補強工事に係る負担

○コンパクトな都市構造を実現するため、病院、保育所、図書館等
暮らしの向上に資する施設について、人が集まっている地区への集積
の促進等を支援

２．省エネ・グリーン化の推進２．省エネ・グリーン化の推進
自動車グリーン税制の延長及び拡充自動車グリーン税制の延長及び拡充
○次世代自動車の一部を新たに対象とするなど所要の見直しのうえ、

環境性能に応じた特例措置（自動車税 自動車取得税）を延長する ○国 補助金を受けて緊急に実施する鉄道駅 耐震補強 事に係る負担
軽減措置（固定資産税）の延長

２．水害・土砂災害対策の推進２．水害・土砂災害対策の推進
雨水貯留浸透施設に係る特例措置の延長雨水貯留浸透施設に係る特例措置の延長
○浸水被害防止のため設置する雨水貯留浸透施設に係る固定資産税の

特例措置の延長

環境性能に応じた特例措置（自動車税、自動車取得税）を延長する
ほか、小型トラック等について自動車グリーン税制の対象とするなど、
グリーン化を推進

住宅に係る省エネ改修促進税制（固定資産税）の延長住宅に係る省エネ改修促進税制（固定資産税）の延長
○窓の二重サッシ化等の省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の

特例措置を延長 2



景気対策・成長戦略のために必要な税制改正要望

＜豊かな暮らしの実現＞

• 住宅取得等資金に係る贈与税非課税枠の拡大

• 高齢者向け優良賃貸住宅建設促進税制の延長・拡充

＜我が国の活力・成長力の強化＞長 強

• スーパー中枢港湾の外貿埠頭会社に係る税制の延長・拡充

• 地方航空路線維持のための航空機に係る特例措置の延長・拡充地方航空路線維持のための航空機に係る特例措置の延長 拡充

＜低炭素社会の構築＞＜低炭素社会の構築＞

• エコ・コンパクトシティ形成促進税制の創設

• 自動車グリーン税制の延長・拡充自動車グリ ン税制の延長 拡充
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住宅取得等資金に係る贈与税非課税枠の拡大

新たな対策（見直し要望は下線部）現行の施策 新たな対策（見直し要望は下線部）現行の施策

○住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例

措置

◆贈与税の非課税措置（Ｈ２１創設）

延長延長 65歳未満の特例は継続

拡充拡充 非課税枠をさらに拡大

①

②
◆贈与税の非課税措置（Ｈ２１創設）

◆相続時精算課税制度（Ｈ１５創設）

①65歳未満の親からの贈与も対象
②非課税枠の拡大

暦年課税の場合（610万円非課税）

・暦年課税の場合（2110万円非課税）

○課税対象＝住宅取得等資金

－2000万円（住宅特例）
－110万円（基礎控除）

・相続時精算課税の場合（4500万円非課税）・暦年課税の場合（610万円非課税）

○課税対象＝住宅取得等資金

－500万円（住宅特例）

－110万円（基礎控除）

・相続時精算課税の場合（4000万円非課税）

・相続時精算課税の場合（4500万円非課税）
○課税対象＝住宅取得等資金

－2000万円（住宅特例）
－2500万円（一般枠）
－0万円（住宅枠廃止）

2000万円の考え方
相続時精算課税の場合（ 000万円非課税）

○課税対象＝住宅取得等資金

－500万円（住宅特例）

－2500万円（一般枠）

－1000万円（住宅枠）

2000万円の考え方
・現行制度下で最もニーズの高い贈与額帯

・相続時精算課税と併用で取得費全額カバー

③適用対象

・50㎡以上の住宅の取得、建替え

・住宅の増築、改築、大規模修繕

拡充拡充③ 対象に省エネ改修等を追加

・50㎡以上の住宅の取得、建替え
・住宅の増築、改築、大規模修繕、大規模模様替え
・省エネ、耐震、バリアフリー改修

住宅購入資金（平均）

1,805 2,419

年齢階級別平均金融資産残高
（平成１９年家計調査年報（総務省））

2,474 2,426
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地方航空路線維持のための航空機に係る特例措置の延長・拡充（固定資産税）

安定的な航空輸送サービスの提供及び地方航空ネットワークの維持を図るため、機材の維持に伴って発生するコストの軽減に結びつく航空機に係る固
定資産税の特例措置を拡充のうえ、適用期限を２年延長する。

施策の背景・目的施策の背景・目的

航空輸送は地域活性化を支える基盤
○ 航空の輸送実績（人㌔）はバスに匹敵

税制改正要望の概要

○課税標準の特例措置の拡充

［現行］ ［要望］

購入 ３年

□中型機、ﾘｰｼﾞｮﾅﾙ機を対象に軽減措置を拡充
□地方路線就航割合を要件化し、地方路線での使用を担保

地
方
航
空

航空会社を巡る経営環境の変化

○国内路線における競争の激化
○欧米・アジア企業との国際的な競争の激化
○世界的な景気後退に伴う航空需要の減退

中型機

大型機

購入 ３年

２／３に軽減

購入 年

２／３に軽減

購入 ３年 ６年

１／３に軽減 ３／４に軽減

（B777等）

（B767等）

２００トン

１３０トン 小型機小型機

中型機

大型機

（B777等）

（B767等）

①

②

300

空
ネ
ッ
ト
ワ
ー

○地方路線は需要規模が小さく採算性が低い
○近年、地方路線からの撤退が顕在化 １３０ｔ以上：最初の３年間２／３に軽減

１３０ｔ未満：最初の３年間１／２に軽減

路線維持のための支援が必要

２００ｔ以上：最初の３年間２／３に軽減
２００ｔ未満：最初の３年間１／３、次の３年間３／４に軽減

購入 ３年

１／２に軽減 （B737等）

１３０トン

５０トン

小型機

ﾘｰｼﾞｮﾅﾙ機
（ERJ等）新設 １／３に軽減 ２／３に軽減

購入 ３年 ６年

小型機

（B737等）

（ERJ等）
ﾘｰｼﾞｮﾅﾙ機 ③

地方路線数の推移

200

250

300

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 年度

ー
ク
維
持
の
た

未満 最初の 年間 ／ に軽減

具
体
的
施
策

○適用期限を平成２４年３月３１日まで２年延長 ※平成１８年１月２日以降に導入した航空機に適用

未満 最初の 年間 ／ 、次の 年間 ／ に軽減
５０ｔ未満：最初の３年間１／３、次の３年間２／３に軽減

※②③は地方路線就航時間割合が２／３以上に限る
（２／３未満は①と同率を適用）

就航割合の要件化で地方路線の割合を維持するよう誘導年度 た
め
の
追
加
的

○着陸料の軽減措置

地方路線の維持・充実のための関連施策

需要に見合った機材の導入促進

○地方路線では需要に見合った機材が必要
○中型機（２００~１３０ｔ）は飛行時間の約２／３

が地方路線で 地方路線維持に不可欠

・就航割合の要件化で地方路線の割合を維持するよう誘導
・主に地方路線に就航している中型機の導入を促進
・低需要に見合った機材（５０ｔ未満）の導入で効率的な運航

政策目標：現行の地方航空
ネットワークの維持

的
支
援
が
必

・国管理空港に着陸する場合、出発空港に応じて、着陸料を1/2～9/10に軽減。
・さらに、平成２１年７月から平成２２年３月末までの間、軽減率をさらに概ね２割程度拡充（1/3～3/4）。

○羽田空港の発着枠の配分
・全国的な航空ネットワークの形成・充実への貢献度を、発着枠の配分に係る評価項目に設定。

・さらに、平成２２年１０月に増加する発着枠の配分基準について、幹線以外の路線にのみ使用可能な
「地方活性化枠」の創設を検討中。

が地方路線で、地方路線維持に不可欠
○低需要路線ではﾘｰｼﾞｮﾅﾙ機の導入が有効
○さらに羽田空港再拡張で発着回数が増加

３０．３万回 → ４０．７万回

中 小型機 導 促進 強化が必
必
要○羽田空港発着枠の転用に関するルール

・地方航空ネットワークの維持を図るためのルール（１便ルール、３便ルール）を導入。

地方活性化枠」の創設を検討中。
中・小型機の導入促進の強化が必要

○機材の維持に伴って発生するコストを軽減
する特例措置により、新規機材導入のイ ン
センティブを付与することが効果的 ○航空・空港の利用促進

・国が管理する空港において、利用促進協議会を設け航空需要喚起のための取組を実施。 5


